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防衛力強化に伴う新たな税制の適用が開始されます 

昨今、世界情勢が目まぐるしく変化していく中、国家の防衛力の抜本的な強化に係る安定的な財源の確保のため 

「防衛特別法人税」の適用開始と「防衛特別所得税」の創設が予定されています。 

今回はその概要について解説いたします。 

 

防衛特別法人税 
（１）納税義務者 

   各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が対象です。 

（２）課税事業年度 

   令和8年4月1日以後に開始する各事業年度から課税の対象となります。 

（３）計算方法 

所得税額控除等の一定の税額控除を適用しないで計算した法人税の額（基準法人税額）から基礎控除額である 

５００万円を控除した金額に4％の税率を乗じて計算します。 

なお、法人税及び地方法人税において外国税額控除の適用を受ける場合で、法人税の額及び地方法人税の額か 

ら控除しきれない金額があるときは、防衛特別法人税においても外国税額控除の適用を受けることができます。 

 

〇特別防衛法人税が課税される課税所得金額の目安は、資本金1億円以下の普通法人では約2,440万円以上 

それ以外の普通法人では約2,160万円以上となります。 

 

   〇防衛特別法人税額が0円となる場合であっても、申告は必要となります。 

防衛特別所得税 
（１）納税義務者 

・既に所得税の納税義務が発生している人すべてが対象です。 

・所得税の源泉徴収義務者は、防衛特別所得税も徴収し、納付する義務があります。 

（２）課税期間 

令和9年以後の当分の間 

（３）計算方法 

その年分の基準所得税額に1％の税率を乗じて計算します。 

※補足 

復興特別所得税の税率が令和9年分以後、2.1％から1.1％に引き下げられ、引き下げた分と同程 

度の税率を防衛特別所得税として課税するため、年間での税負担額は現状維持となる見込みです。 

【参考】 

・国税庁『防衛特別法人税が創設されました』 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf 
・財務省『令和8年度税制改正の大綱（6/9）』
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_06.htm 

ご不明な点ございましたら、各担当者までお気軽にお問合せください。【藤本】 
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